
１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

　西之浦地区の農地は、地区内の3名の農家、入り作を希望する2名の農家（認定新規就農者）を中心経営体とし
て農地の集約化を進める。

　西之浦地区における将来的な後継者不足解消のため、入り作を希望する新規就農者の受け入れを促していく。

市町村名

久万高原町

実質化された人・農地プラン

　地区の農地79,632㎡の内78,142㎡が耕作されているが、地区在住の担い手（中心経営体）は3名と限られてお
り、将来的な担い手確保のためには入り作農業者の協力が必要不可欠である。近年は若い入り作農業者2名が
新たに地区内の農地を耕作しており、今後も受け入れを継続することで年齢構成の若返りを図っていく必要があ
る。

直近の更新年月日

令和3年3月23日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

西之浦地区（上西之浦・下西之浦）

79,632㎡

77,252㎡

47,000㎡

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における65才以上の農業者の耕作面積の合計 48,517㎡

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

0㎡

21,517㎡

（備考）



中心経営体

㎡ ㎡
㎡ ㎡
㎡ ㎡
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４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

E

今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積
農業を営む範
囲
西之浦2,000
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②　農地中間管理機構の活用方針
　将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者は出し手・受け手にかかわらず、機構への農地の貸し付けを
積極的に行っていく。

属性

5人

認就
認就

農業者
（氏名・名称）

経営作目 経営面積

9,370
4,557

①　農地の貸付け等の意向
　地区内で貸付け等が行われている農地は38筆、43,017㎡となっている。新たに貸付け意向が確認された場合は
担い手グループで対応を協議する。
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26,359 47,000
西之浦1,000


